
平
成
十
六
年
第
四
回
別
府
市
議
会
定
例
会

○
会

期

平
成
十
六
年
十
二
月
二
日
〜
十
二
月
十
五
日
（
十
四
日
間
）

○
会
期
日
程
表

十
二
月

二
日

木

本
会
議

継
続
審
査
中
の
議
第
三
十
二
号
議
案
に
対
す
る
委
員
長
報
告
、
表
決
、
継
続
審
査
中
の
議
第
八
十
七
号
議
案
に
対
す
る

委
員
長
報
告
、
討
論
、
表
決
、
議
案
上
程
、
提
案
理
由
の
説
明

〃

三
日

金

休

会

考

案

〃

四
日

土

休

会

〃

五
日

日

休

会

〃

六
日

月

本
会
議

議
案
質
疑
、
委
員
会
付
託

〃

七
日

火

本
会
議

一
般
質
問

〃

八
日

水

本
会
議

一
般
質
問

〃

九
日

木

本
会
議

一
般
質
問

〃

十
日

金

休

会

委
員
会
審
査
（
常
任
委
員
会
）

〃

十
一
日

土

休

会

〃

十
二
日

日

休

会

〃

十
三
日

月

休

会

〃

十
四
日

火

休

会

〃

十
五
日

水

本
会
議

上
程
中
の
全
議
案
に
対
す
る
各
委
員
長
報
告
、
少
数
意
見
者
の
報
告
、
討
論
、
表
決

○
上
程
議
案
議
決
一
覧
表

議
第

三
二
号

別
府
市
議
会
議
員
及
び
別
府
市
長
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て
（
継
続
審
査
分
）

平
成
一
六
・
一
二
・

二

継
続
審
査

議
第

八
七
号

平
成
十
五
年
度
別
府
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
及
び
平
成
十
五
年
度
別
府
市
各
特
別
会
計

歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て
（
継
続
審
査
分
）

平
成
一
六
・
一
二
・

二

認

定

議
第

九
五
号

平
成
十
六
年
度
別
府
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
六
号
）

平
成
一
六
・
一
二
・
一
五

原
案
可
決

議
第

九
六
号

平
成
十
六
年
度
別
府
市
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

〃

〃

議
第

九
七
号

平
成
十
六
年
度
別
府
市
競
輪
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）

〃

〃

議
第

九
八
号

平
成
十
六
年
度
別
府
市
海
岸
整
備
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

〃

〃

議
第

九
九
号

平
成
十
六
年
度
別
府
市
公
共
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）

〃

〃

議
第
一
〇
〇
号

平
成
十
六
年
度
別
府
市
温
泉
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）

〃

〃

議
第
一
〇
一
号

平
成
十
六
年
度
別
府
市
湯
都
ピ
ア
浜
脇
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

〃

〃

議
第
一
〇
二
号

平
成
十
六
年
度
別
府
市
介
護
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）

〃

〃

議
第
一
〇
三
号

別
府
市
役
所
事
務
分
掌
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

〃

〃

議
第
一
〇
四
号

別
府
市
、
別
杵
速
見
地
域
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合
公
平
委
員
会
の
委
員
の
服
務
の
宣
誓
に

関
す
る
条
例
及
び
選
挙
人
、
関
係
人
と
し
て
出
頭
し
た
者
及
び
公
聴
会
の
参
加
者
等
に
対
す
る

実
費
弁
償
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

〃

〃

議
第
一
〇
五
号

別
府
市
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

〃

〃

議
第
一
〇
六
号

別
府
市
立
学
校
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

平
成
一
六
・
一
二
・
一
五

原
案
可
決

議
第
一
〇
七
号

別
府
市
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

〃

〃



議
第
一
〇
八
号

別
府
市
保
育
所
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

〃

〃

議
第
一
〇
九
号

別
府
市
児
童
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

〃

〃

議
第
一
一
〇
号

別
府
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

〃

〃

議
第
一
一
一
号

旧
慣
に
よ
る
公
有
財
産
に
つ
い
て
の
権
利
を
廃
止
す
る
こ
と
に
つ
い
て

〃

〃

議
第
一
一
二
号

市
長
専
決
処
分
に
つ
い
て

平
成
一
六
・
一
二
・
一
五

承

認

議
員
提
出
議
案
第
一
八
号

「
国
民
訴
訟
制
度
」
等
の
創
設
を
求
め
る
意
見
書

平
成
一
六
・
一
二
・
一
五

原
案
可
決

議
員
提
出
議
案
第
一
九
号

「
人
権
侵
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
」
の
早
期
制
定
を
求
め
る
意
見
書

〃

〃

議
員
提
出
議
案
第
二
〇
号

高
等
学
校
改
革
プ
ラ
ン
検
討
委
員
会
に
よ
る
「
再
編
計
画
」
を
見
直
し
、

地
域
の
声
を
十
分
反
映
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
を
求
め
る
意
見
書

〃

〃

議
員
提
出
議
案
第
二
一
号

「
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
計
画
」
見
直
し
に
関
す
る
意
見
書

〃

〃

議
員
提
出
議
案
第
二
二
号

大
規
模
災
害
の
対
策
と
早
期
復
旧
に
関
す
る
意
見

〃

〃

議
員
提
出
議
案
第
二
三
号

高
齢
者
虐
待
防
止
法
の
制
定
を
求
め
る
意
見
書

〃

〃

議
員
提
出
議
案
第
二
四
号

改
革
年
金
法
の
実
施
を
中
止
し
、
最
低
保
障
年
金
制
度
の
創
設
を
求
め
る
意
見
書

平
成
一
六
・
一
二
・
一
五

原
案
否
決

議
員
提
出
議
案
第
二
五
号

介
護
保
険
制
度
の
改
善
を
求
め
る
意
見
書

〃

〃

議
員
提
出
議
案
第
二
六
号

平
成
十
七
年
度
地
方
交
付
税
所
要
総
額
確
保
に
関
す
る
意
見
書

平
成
一
六
・
一
二
・
一
五

原
案
可
決

○
議
会
に
対
す
る
報
告

報
告
第
一
八
号

市
長
専
決
処
分
に
つ
い
て

報
告
第
一
九
号

寄
附
受
納
に
つ
い
て

○
一
般
質
問
者
表

質

問

項

目

質

問

議

員

一
、
行
革
と
指
定
管
理
者
制
度
に
つ
い
て

二
、
公
園
行
政
に
つ
い
て

三
、
観
光
戦
略
会
議
の
提
言
を
受
け
て

一
番
議
員

長

野

恭

紘

四
、
山
の
手
保
育
園
の
そ
の
後
に
つ
い
て

一
、
学
校
給
食
に
お
け
る
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
児
童
の
対
応
に
つ
い
て

二
、
地
震
対
策
に
つ
い
て

⑴

防
災
に
つ
い
て

⑵

耐
震
性
防
火
水
槽
に
つ
い
て

⑶

耐
震
性
貯
水
槽
に
つ
い
て

⑷

別
府
市
に
お
け
る
公
共
建
築
物
の
耐
震
診
断
に
つ
い
て

⑸

別
府
市
に
お
け
る
公
共
建
築
物
の
耐
震
補
強
推
進
に
つ
い
て

⑹

自
分
の
家
の
耐
震
診
断
、
耐
震
補
強
工
事
に
つ
い
て



⑺

防
災
推
進
計
画
の
策
定
状
況
に
つ
い
て

⑻

新
潟
中
越
地
震
の
所
見
に
つ
い
て

十
六
番
議
員

田

中

祐

二

三
、
職
員
採
用
試
験
に
つ
い
て

⑴

学
歴
区
分
の
撤
廃
に
つ
い
て

⑵

試
験
結
果
の
開
示

⑶

身
体
障
害
者
の
受
験
応
募
と
年
齢
制
限
の
緩
和
に
つ
い
て

四
、
臨
時
職
員
採
用
試
験
に
つ
い
て

五
、
職
務
に
関
す
る
働
き
か
け
の
取
扱
い

一
、
教
育
行
政

⑴

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
削
減
、
そ
の
影
響
と
今
後
の
対
策
は

二
、
環
境
行
政

⑴

京
都
議
定
書
の
発
効
と
別
府
市
の
取
組
み

⑵

風
力
・
太
陽
光
・
小
水
力
発
電
に
つ
い
て

十
三
番
議
員

野

口

哲

男

⑶

公
的
建
造
物
の
屋
上
及
び
壁
面
緑
化
等
に
つ
い
て

⑷

ゴ
ミ
〇
（
ゼ
ロ
）
の
運
動
に
つ
い
て

三
、
観
光
行
政
「
Ｏ
Ｎ
Ｓ
Ｅ
Ｎ
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
に
つ
い
て

⑴

別
府
観
光
推
進
策
に
対
す
る
答
申
・
提
言
書
に
つ
い
て

一
、
海
岸
整
備
計
画

⑴

現
状
と
将
来
計
画
に
つ
い
て

⑵

交
通
ア
ク
セ
ス
や
船
だ
ま
り
（
ヨ
ッ
ト
ハ
ー
バ
ー
）
に
つ
い
て

⑶

公
園
整
備
に
つ
い
て

二
、
楠
港
跡
地
問
題

⑴

現
状
と
今
後
に
つ
い
て

⑵

中
心
市
街
地
活
性
化
に
つ
い
て

⑶

協
働
の
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て

十
七
番
議
員

高

橋

美
智
子

三
、
機
構
改
革

⑴

Ｏ
Ｎ
Ｓ
Ｅ
Ｎ
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
局
に
つ
い
て

⑵

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て

四
、
南
小
学
校
跡
地

⑴

将
来
計
画
の
進
め
方
に
つ
い
て



⑵

暫
定
活
用
に
つ
い
て

一
、
楠
港
埋
立
地
活
用
に
つ
い
て

⑴

イ
ズ
ミ
と
の
交
渉
に
つ
い
て

⑵

選
定
結
果
に
つ
い
て

⑶

他
の
活
用
に
つ
い
て

二
、
行
財
政
改
革
に
つ
い
て

二
十
四
番
議
員

泉

武

弘

⑴

進
捗
状
況
と
進
め
方
に
つ
い
て

三
、
高
齢
者
の
健
康
増
進
に
つ
い
て

⑴

体
育
施
設
の
利
用
料
に
つ
い
て

⑵

健
康
教
室
に
つ
い
て

四
、
別
府
市
と
扇
山
ゴ
ル
フ
場
の
関
係
に
つ
い
て

一
、
市
財
政
に
つ
い
て

⑴

過
去
五
年
間
の
歳
入
の
伸
び
率
は
？

⑵

国
・
県
か
ら
の
交
付
金
・
補
助
金
に
つ
い
て

⑶

市
か
ら
の
各
種
団
体
等
に
対
す
る
補
助
金
支
出
に
つ
い
て

八
番
議
員

吉

冨

英
三
郎

二
、
春
木
苑
の
今
後
の
取
扱
い
に
つ
い
て

⑴

九
州
で
何
番
目
に
古
い
施
設
か
？

⑵

将
来
移
転
の
計
画
も
し
く
は
建
替
え
の
計
画
は
？

一
、
災
害
時
に
お
け
る
別
府
市
の
取
組
み
に
つ
い
て

⑴

地
震
の
発
生
又
は
大
型
台
風
に
つ
い
て
の
行
政
の
対
応

⑵

各
種
災
害
に
対
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
及
び
訓
練
に
つ
い
て

⑶

災
害
に
対
す
る
今
後
の
取
組
み
に
つ
い
て

六
番
議
員

萩

野

忠

好

二
、
別
府
市
の
機
構
改
革
に
つ
い
て

三
、
別
府
市
の
各
事
業
評
価
に
つ
い
て

四
、
別
府
市
民
の
健
康
増
進
に
つ
い
て

一
、
教
育
の
充
実
を

⑴

三
十
人
学
級
の
充
実
を

⑵

学
校
統
廃
合
問
題
に
つ
い
て



⑶

学
校
給
食
に
つ
い
て

⑷

新
成
人
が
主
役
の
成
人
式
を

七
番
議
員

猿

渡

久

子

二
、
医
療
費
の
減
免
制
度
に
つ
い
て

三
、
医
療
費
の
無
料
化
の
充
実
を

四
、
障
害
者
の
人
権
問
題
に
つ
い
て

五
、
防
災
に
つ
い
て

一
、
湯
山
ク
レ
ー
射
撃
場
に
つ
い
て

二
、
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
に
つ
い
て

三
、
介
護
保
険
制
度
五
年
目
の
見
直
し
に
つ
い
て

⑴

高
齢
者
の
緊
急
事
態
に
つ
い
て

⑵

施
設
に
つ
い
て

⑶

保
険
料
・
利
用
料
に
つ
い
て

十
四
番
議
員

野

田

紀

子

⑷

支
援
費
制
度
を
統
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て

四
、
高
齢
者
の
健
康
と
福
祉
に
つ
い
て

⑴

配
食
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

⑵

介
護
予
防
に
つ
い
て

⑶

訪
問
指
導
に
つ
い
て

一
、
環
境
及
び
観
光
行
政
に
つ
い
て

⑴

障
害
者
に
優
し
い
観
光
地
づ
く
り
に
つ
い
て

⑵

美
し
い
町
づ
く
り
と
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
に
つ
い
て

⑶

タ
バ
コ
の
ポ
イ
捨
て
に
つ
い
て

二
、
教
育
行
政
に
つ
い
て

⑴

教
育
施
設
の
整
備
に
つ
い
て

⑵

障
害
児
童
に
対
す
る
対
策
に
つ
い
て

二
十
五
番
議
員

岩

男

三

男

三
、
消
防
行
政
に
つ
い
て

⑴

防
災
対
策
に
つ
い
て

⑵

救
命
対
策
に
つ
い
て

四
、
市
長
の
政
治
姿
勢
に
つ
い
て

⑴

博
物
館
・
美
術
館
・
温
泉
資
料
館
に
つ
い
て

⑵

楠
港
進
出
予
定
企
業
に
つ
い
て



一
、
災
害
対
策
つ
い
て

二
、
中
央
公
民
館
周
辺
施
設
の
利
用
に
つ
い
て

三
番
議
員

市

原

隆

生

三
、
募
金
に
つ
い
て

四
、
観
光
推
進
戦
略
会
議
・
提
言
書
よ
り

一
、
児
童
福
祉
行
政
に
つ
い
て

⑴

児
童
に
関
す
る
諸
問
題
の
現
状
に
つ
い
て

五
番
議
員

麻

生

健

⑵

児
童
相
談
員
に
つ
い
て

二
、
老
人
ホ
ー
ム
扇
山
の
民
設
民
営
化
に
伴
う
現
況
に
つ
い
て

一
、
「
三
位
一
体
改
革
」
に
ど
う
対
応
す
る
か

二
、
楠
港
問
題
と
中
心
市
街
地
活
性
化
に
つ
い
て

十
番
議
員

平

野

文

活

三
、
駅
前
で
の
客
引
き
問
題
の
そ
の
後
に
つ
い
て

四
、
台
風
被
害
と
対
策
に
つ
い
て

一
、
市
長
の
政
治
姿
勢
に
つ
い
て

⑴

楠
港
跡
地
に
つ
い
て

⑵

別
府
観
光
推
進
戦
略
会
議
の
提
言
に
つ
い
て

⑶

農
業
祭
に
つ
い
て

二
、
行
政
評
価
制
度
の
導
入
に
つ
い
て

十
五
番
議
員

堀

本

博

行

三
、
旧
南
小
学
校
の
跡
地
利
用
に
つ
い
て

四
、
各
種
補
助
金
の
あ
り
方
に
つ
い
て

五
、
窓
口
業
務
の
延
長
に
つ
い
て

六
、
市
営
住
宅
の
管
理
運
営
に
つ
い
て

七
、
消
防
行
政
に
つ
い
て

一
、
旧
南
小
学
校
跡
地
の
活
用
方
法
に
つ
い
て

二
、
高
額
滞
納
者
の
処
遇
に
つ
い
て

四
番
議
員

国

実

久

夫

三
、
的
ケ
浜
公
園
の
管
理
に
つ
い
て

四
、
温
泉
行
政
に
つ
い
て



一
、
東
京
事
務
所
の
廃
止
に
か
か
わ
る
事
後
措
置
に
つ
い
て

二
、
公
立
小
・
中
学
校
の
入
学
・
卒
業
式
に
お
け
る
国
歌
斉
唱
の
指
導
に
つ
い
て

三
、
重
要
施
策
決
定
に
お
け
る
住
民
投
票
に
つ
い
て

四
、
各
種
審
議
会
等
の
委
員
の
人
選
に
つ
い
て

特
に
同
一
人
物
に
よ
る
長
期
重
任
、
多
数
委
員
会
委
員
へ
の
併
任
に
つ
い
て

十
八
番
議
員

後

藤

健

介

五
、
平
成
十
五
年
度
決
算
に
つ
い
て

（
質
問
通
告
取
り
下
げ
）

⑴

歳
出
上
の
問
題
点

⑵

是
正
措
置
に
つ
い
て

⑶

平
成
十
七
年
度
予
算
へ
の
反
映
に
つ
い
て

一
、
住
宅
行
政
に
つ
い
て

二
番
議
員

嶋

幸

一

二
、
自
治
基
本
条
例
に
つ
い
て

一
、
楠
港
埋
立
地
問
題
に
つ
い
て

二
、
総
合
窓
口
の
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て

三
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
社
会
へ
の
取
組
み
に
つ
い
て

⑴

交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー
・
ハ
ー
ト
ビ
ル
法
に
つ
い
て

⑵

別
府
駅
、
亀
川
駅
周
辺
の
駐
輪
対
策
に
つ
い
て

二
十
六
番
議
員

原

克

実

四
、
ま
ち
づ
く
り
条
例
に
つ
い
て

五
、
市
営
住
宅

⑴

市
民
の
住
宅
問
題
へ
の
取
組
み
に
つ
い
て

六
、
観
光
、
温
泉
、
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て

七
、
災
害
対
策
へ
の
取
組
み
に
つ
い
て

一
、
教
育
行
政
に
つ
い
て

⑴

教
育
施
設
・
設
備
の
改
善
に
つ
い
て

⑵

教
育
セ
ン
タ
ー
の
充
実
・
整
備
に
つ
い
て

⑶

野
口
小
・
北
小
の
統
合
に
つ
い
て

十
二
番
議
員

池

田

康

雄

二
、
楠
港
へ
の
企
業
誘
致
に
つ
い
て

⑴

中
心
市
街
地
の
活
性
化
問
題
に
つ
い
て

⑵

国
道
十
号
線
の
交
通
渋
滞
問
題
に
つ
い
て



一
、
楠
港
跡
地
問
題
に
つ
い
て

⑴

進
出
企
業
イ
ズ
ミ
の
実
態

⑵

ア
ク
セ
ス
問
題

⑶

中
心
商
店
街
と
の
連
繋
問
題

二
、
行
財
政
改
革
に
つ
い
て

⑴

新
年
度
に
向
か
っ
て
重
点
項
目
と
そ
の
対
応

三
十
一
番
議
員

村

田

政

弘

⑵

職
員
の
意
識
改
革

⑶

職
員
組
合
交
渉

三
、
観
光
行
政
に
つ
い
て

⑴

別
府
観
光
の
現
状

⑵

別
府
観
光
の
問
題
点

⑶

別
府
観
光
の
再
生
や
如
何

○
議
案
付
託
表

一
、
総
務
文
教
委
員
会

議
第

九
五
号

平
成
十
六
年
度
別
府
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
六
号
）
（
関
係
部
分
）

議
第

九
七
号

平
成
十
六
年
度
別
府
市
競
輪
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）

議
第

九
八
号

平
成
十
六
年
度
別
府
市
海
岸
整
備
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

議
第

九
九
号

平
成
十
六
年
度
別
府
市
公
共
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）

議
第
一
〇
〇
号

平
成
十
六
年
度
別
府
市
温
泉
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）

議
第
一
〇
三
号

別
府
市
役
所
事
務
分
掌
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

議
第
一
〇
四
号

別
府
市
、
別
杵
速
見
地
域
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合
公
平
委
員
会
の
委
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
条
例
及
び
選
挙
人
、
関
係
人
と
し
て

出
頭
し
た
者
及
び
公
聴
会
の
参
加
者
等
に
対
す
る
実
費
弁
償
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

議
第
一
〇
五
号

別
府
市
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

議
第
一
〇
六
号

別
府
市
立
学
校
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

議
第
一
〇
七
号

別
府
市
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
制
定
正
に
つ
い
て

議
第
一
一
一
号

旧
慣
に
よ
る
公
有
財
産
に
つ
い
て
の
権
利
を
廃
止
す
る
こ
と
に
つ
い
て

議
第
一
一
二
号

市
長
専
決
処
分
に
つ
い
て
（
関
係
部
分
）

二
、
観
光
経
済
委
員
会

議
第

九
五
号

平
成
十
六
年
度
別
府
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
六
号
）
（
関
係
部
分
）

議
第
一
〇
一
号

平
成
十
六
年
度
別
府
市
湯
都
ピ
ア
浜
脇
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

議
第
一
一
二
号

市
長
専
決
処
分
に
つ
い
て
（
関
係
部
分
）

三
、
厚
生
委
員
会



議
第

九
五
号

平
成
十
六
年
度
別
府
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
六
号
）
（
関
係
部
分
）

議
第

九
六
号

平
成
十
六
年
度
別
府
市
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

議
第
一
〇
二
号

平
成
十
六
年
度
別
府
市
介
護
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）

議
第
一
〇
八
号

別
府
市
保
育
所
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

議
第
一
〇
九
号

別
府
市
児
童
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

議
第
一
一
〇
号

別
府
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

四
、
建
設
水
道
委
員
会

議
第

九
五
号

平
成
十
六
年
度
別
府
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
六
号
）
（
関
係
部
分
）

議
第
一
一
二
号

市
長
専
決
処
分
に
つ
い
て
（
関
係
部
分
）


